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＝＝＝＝＝二婁 評

｛落台淳［＇.然主：

『副代インド問題要論J

敬と’，；~， l'.l70if, ¥I+ ,!71ぺー／ u

本省、は，その！干によれば， 4年背が『海外すf'r?l』その他
υヲ権誌などに合表':chた論文を幣I）日収鉱3れf：丸のでふ

る＂その叙述 l立!f・≫，であり，かっ・答者の現地での2:¥11'/l 

（／〉体験ii織り，Ji¥ぜてJ、り， Lかtり象がそのお、・Y，のとお
り現代 fンドの直面していろ諸問題をい：！全岐にわt:

て7オpーぶleて＇ • ；.：，。－：のぷで，現代fL ドに関心fど

もr pヤL、る人，＿.tこを，てit 十＇.~/;J （！）入 prjc,l ；：じあ 7》 h clとu、
;/Lど） u 少なくとも斗れほど全領域にわた－，亡種々のnu閣
を摘＇f＼した九h士他にんヤのすn:ti:;1，，ろ ：, .'J'" )1;' r,・のfi.!l【攻
とさじに序にも述べておじれるように fンドに付する符

貯の＼7:f青に；苦！｜反さ f_rケれ三［だいpあ；コ｝

／こだこれは：/f/Jt:の論文の幣理・収録という ｝，＇l,泊、r',j焼け

,',h 仕し、土：うでれ1ノo：，の，ec・人うが，その持制こ？’？千，11,f

f貨がなむれる三と，さむにこれは箸？？に将来の研究のた

めの白川がふ主のご l払ろヲ〆，各！日l題点についと「事＇ ti

合IE存在に伝えてくれるが，著者のとれ，，の事実に対ずる

l平価Jt、ほどIvc J；三なわれて、いない。とのことは木況
を主をまりのないものにしているのではなかろろかっ現

在f ドのい1ゆヨ「干士会i一義型！ti：会j ：！： たい fン山氏

本主義の評価についてかtJ.りの相具がでできて才1り，ゴ、F

者のtろにその性併合把えラれずに困リミっている者に

じfしで，この舎に11）］「1かにされFニ！膨大fょ知識ノE背景にさ

れて，著者の見解の一端でも示していただければと残念

に思円のだポ それ；ま今恨の著汗の活H11＇.に湖特す「るド i

ほかない。

さ：'iこ政治俸制に Jコいζ L，凶行9年12）］の会議派分訂

以降，少なくとも現象とそれ以前とはかなり異なってき

亡お IJ，それについての＇ ; f';_}/, ,¥ ，＇：：れ「ら (IL'1'1/¥l(f＇）にf

,,J能Cあ，Iことも汚え「Jれるが），上 I）府代（iJtLものとIS.
，／こしハ ＜：は江ドろらえl、。 二1lいえ十二，I｝，ト （:.. 1：”vlil¥ifii J-

ふi者／Ill題を網羅伴Jにかつ:iE確に摘IJJしてし、るという.＇，＇，（で

；土疑問の余泊。土な〈町その.cf味でこれ；＼の難lUt本干害の
価値を減ずるものではない。

本書の構成を概括すると，ま子第1啄政治体制論，

第 2帝国際関係論，第 •u器産業・経済論，第 4 ガ
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社会論，第5.. ；て文化論と大りljされておけ，各市のもと

にさらに項目を設けてそれぞれの諸問題について検討が

なさjL亡U、る。

以下，走F者aの有包カの関if

y手を耐i介し’その後で評者もャ－'j;主のおit訟を有している治
1主主 政業・終済論につレて内1作土紹介するとともに？＇i

・'fでも評者の見解を明らかにしたいと思う。

IT 

常＇i'iち！子で，iii,,;/l--c，.、ふ上うに f> i：は， ±it域研究の
’if.陳であるとl,i）住J!;l＇に，従来の個別科学では，解きえたい

多〈の従素ろと｛1今している。二のこどは，政治体制諭の l.

「［cill'IJ；令派対立と f: iごの分脈・独立lに， f：〆戸の宗教

に〆）lての慨す見を行なわよざるをえないというとミろに如

実にふむわれJ了いら、あるfj司の政治体!fi!J'.:f.免〈際iこ宗教

のfill閣かれ説－~起こさなければならないということは，

i濃かに従来内il,';I号！J件下ではY；えじれなu、こ土でふろ弓！

論述は平易であり，ヒン F＇ゥ教，回教の対立を軸とす

,:, 1 • r-.パ T スケニの分間E ・独立の主主i／~；，f；簡潔に主ど

め「》れてし、る U i欠に1として「fンドナショナリズムの

d＇是認！と題［亡， (: Ff1~r人！のトシヨ十 lJ ズム（コ：

ナリズムというべきであろうか〕の問題弘宗教，言務，

ナ数%岐にわけて， そのJI主治｝こ与えてb、る影手警が紹介さ

れてし、る口しかしこれらの問題をあくまで「政治問題J

としてi；良定しており，そのti＇.会・経済構造今の刑庖にふれ

れれていなし、ために，現象i応の揃7JIこ終.，てbもるとかえ

るのではなかろうか。もっともこれらの問題は，雰｝4主流

{l：会称、特にインドの農村 pfンチャーヤソト（3;>7～344ミ

ーゾ〕， インドの食糧問題（345～357ページ〉，ヒンドゥ

今同家約： cm，～385／ぞージ）で説明されといる。続ヤて
「ネyレー以後のfンドJ「シャストリとその後のインドj

さらに「インドの者51次総選挙とその後の攻防jと現代

「ンドの政治状況の分析が続く。この前2者は外交関係

を中心に検討され，長後グヲ；彩4；大理挙の分析では，主要

政党の選挙綱領さ%に選挙結果を中心にして園内の政治

的対が概旅されてい－？＇.， .，ご三での分析は1967＂ド主で iご土

どめ九れているが，ー待望fの「会議派がとのような難局を

のりきるにit，派閥抗争をヤめく党内ttqrをttかり，総

選挙の教；！｜｜を十分にくみとり，過去のあやまりを是rFし

て，山の国民のための攻1f.，を行なうことにあんろj fぇ5
ページ）という期待にもかかわらず， 1969年の大統領選

挙を契機として，同年12月長終的に分裂している。その

後に「中央と州の関係」 「インドの議会Jと憲法の条文
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を中心に解説されてお9，これ（特に｛主B）は，従来の

fンド研究が特に経済・社会構造を中心に進められてき

ょて引、もあろうが，一般に無限されがr，なインドの議会

川高）rt・運併を要領良〈慨説Lてあり， :11，常に有益であ

る。以後に「インド共産党の分裂J正也して，共産党内

の派潤を右派，左派，中間派にわけ，おのおのの葉命戦

略を紹介するとともに，戦後の活動を概括し，中ゾ論争，

中1,n紛争を契機とするその分裂の経緯を手ぎわ良く説明

している。しかし著者も述べられている上うにこの分裂

は「党の最終目標」ひいてはJ}l:{Eのにず資本主義をど

う把えるか.！：いうところにあった以上、もう少しその[Jjj

で、の＇n:G月があってよかっ之のではなL、かど思われる。ま

/-f梓Nの問題としてこの節f士、市2?IT：の！Jtrにおかれた々

が流む者に対してより親切ではなか） ／二；~ろろか。

容$2主雪 国際関係論は，インド・パキス廿ン関係か「J

鴻き起こし，特に分離・独立後の力シミール問題を軌と

して阿国の関係を分析して，この緊張のもたらした国際

1'11Jな影響までふれられている。次に中国・パTペ々ンの

、ール国境に関する判定協定＇. J%:3平：1汀2ll）の

河；＼／；の過程とそれに対する fンド（ill]のl))t:，それに前徒

［て,i，）こった中印紛争をこのlfl',J」i'(J?'d:t、そ考慮しながら

j;;,, Jしているo この章は， ti' ifの， .i,q ”i；心＼~であり，翠＇／;f

t,i'rlm ，記事，条約，丈献：•｝の資料が，JJJjJ~ れ，国際法ト．

の分析もふまえなが人， fンド・パニTスケン・中闘の同

iiiをめくる紛争の問題の所在全i手彫りにしている。本書

のうわでi誌も優れた部分の・つであろろとj芯われる。

ti'i 4章、 ？｜：会論は， :X'iU誌の政治体制の出先にある傾

j[, (I) I /',J題にJ 功、て「nえし心、心， I ( > 1：－の農村パンf
¥' －γァトJでは，その.＇F'l:，機能、法体上の同題点が

i・ -''.I）良くまとめられているじ 「fLドの食縄問題jに
d 八、ごも豊玉fな統計資料がづ1/IJさJ,, '.' ンドのu工面する
・t?U：掛かれているが，食料不足の拡大佐国として －）j

では土地改革による零細な自給農家のi科大があげられ

(355ページ〕，他方では土地改革法のヂルit:化があげら

tしている（357ぺージ）が，この点については説明が不足
しているのではなかろうか。また68年の豊作以降かなり

興業構造の変動も生じてきているようである。 「イン lご

rnt：，済問題jでは，憲法のi:ll定， i':HJ沼に関する委員会

のWi＇？， さらに各政党の，r話問題にけ十会態度などを紹
介L々がら言語問題の所有をl外ら，ぅ、にしている。 「ヒン

; .,, （＂，＇同家抜」 「ヒンド内 Id＇！：：と在日長 ji土，著者の現地

での見聞と織り混ぜながう，インドの初会の一面をわか

りやすく概観している。長後の「インド憲法における後

著書 評

進階級の係議規定jは，憲法の後進階級の保護規定を中

心に指定力ースト，その他の後進階級についての問題を

絵理し亡し、る。

ι｛；日？主 主｛乙論では，新聞，大学，大学紛争について，

：成長；な資料，および著者の現地での体験全ふまえて紹介

がなされている。インド社会の日常的な函を知るうえで

資滋である。

III 

治；＼lfi: 産業・経済論も，著者がおりおりに発表した

み之の収録であるという制約があるせいか若干重複して

L勺都町がみうけられるa またj同意の内存も，以下に述

べる上うに，主として産業・外資攻策をとり扱っており，

浪芸誌を含む経｛斉の実態の分析は， 「百五4次5カ年計画へ

のアプローチ」の部分を除き，行なわれていない。

しかしインドの外資・産業政策を全体的にカパァーし

ており，各論文がそれを意図しているのか，インドへの

投資家にとっては，有益な手ぴきとなろう。もっとも周

；！？のどとく fンドの産業・外資政策は，現在にL、たるま

でめまぐらしく変動しており，とくにこの章で大きな部

分を山めているライセンス政策も，ここに収録されてい

う乱命怖がたきあげられた時期（どいたい1968年ごろま

でT敗定される）と，それ以降（1969年の DuttReportの

拠出， 1970年2月18日の産業ライセンス政策の変更に関

する政府知明など）とは少なくとも現象薗ではかなりの

相}Ji,がでできており，その意味では若干の注意を要する

ように思われる。

とので吉の構jJ立は，まず「産業・外資政策、の基本問題j

( 205～227ページ〉で，独立後の （／ ド会議派政府の産

主・外資政策を1948年の産業政策TlY日VJ,19必年の外資政

泳／f!YJ,1956年の産業政策決議，さらにほff化の問題を

!U,f.::.!tH，号レ口、る。 「産業・外資政策と法ill定J(228～ 

236ページ）では，国有化の問題と産業（開発・規制〕法

について説明がなされ，「その他の産業・外資政策」（236

～251ページ）では，産業ライセンス制，野党の会議派経

済政策に対する批判とその綱領，その他の投資関連法制

について概説されている。「対叩投資租税特別措置」（251

～:263ζージ）ではいわゆる投資に対するf'l,:l,l]J：の優遇措

1授に／〉いて品明され，「対印投資とライセンス制度」（263

～284，：ージ）では，ハザリ最終報告耳（R K. I Iazari, 

Industrial l'lanning and Licensin!',' J'olicγ （Final 

Report））のι要約・紹介がなされている。 f外資提携企業

と関連経済法規」 (284～296ページ）では，いわゆる民

89 
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饗：蹄

商投資がなされる擦に考Eきされるべき法規定としての

「外商為詳管理法j，「資本発行（統制〉法J, I芯主〈潟

発・規制〕法」の3法について概観されており，「第4次

5カ年計開へのアプローチ」（296～325ページ〉は計画委
畏金の誌名の A仲 roach to the Futu，γe Fh,e Yeaγ 

Plan, 1968の要約， 紹介であるつ最後に「 fンド5カ

年計画に問する店法上の問題点j (325～335ヘ ジ〉で
は， 5カ年計四と憲法との関連が説明されている。

先にも述べたとおり，この霊堂ではいくつかの策複がみ

られるので軍首なりに論点を笠原1して，会議派の茶本経

済政策，外国資本に対する政策，産業ライ 1，シス政策，

その他にわけて検討しようと思う α

基本経済政策については，第lに問題となるのは1948

年産業政策声明と，1956年産業政策決議との関係である。

これについて；土がなり評仰がj）かれるととろであると，.~、

われるが， l)l；こ1948年の産業政策声明に「10年間［Lq有化

保留規定」があり， 1956年の決議には国宥化に関ナる規

定がはずされたということを根拠としていわゆる統制が

緩和されたと結論づけておじJれるようだが，との三とに

は疑問を感じざるをえなν。48ipの産業政策声明が，独

立後の国民会.'/i'i！氏の内部対立心、わゆる社会し浪路線を

めざすネルーの路線と財界をパックとするパチルの路

線）の妥協の産物であること，さらに第 1 次 5 カ年~ii両

が以後のい｜函iの之めの調整計画える性格をtfして ＇1、たこ
とに対して， 56年の産業政策1丸義；まネル－ 11• -j旨2誇のも

とで『社会主主語:ti＇）社会」と ν、う理念にもと，jき，之とえ

それが楽観的であったにせよ，公共部門の拡大・強化と

ともに民間部門の役割が低下するという予測があった

（このことは治2次5カ年計画において公共部門の比率

が民間部門のそれより高くなコごいることなどから明ら

かであろう〕ことからは，必ずしもそうはいえないと思

われる。むしろ一方では48年声明の「国宥化10年間留保

条項」をはずし，他方では「企業の新設については国家

がもっはんぷ任を負う部門」引il：、大するという A ＇，.＇，矛盾

した方向は， じ言己の楽観主義；こもとづき， 百 ~Tl，！主べて

おられるように「国有化する資金があるなら，それを生

産拡大のほうにまわそうとする生産第一主義のアプロー

チ」によるもの 1三と考えるべ2＜ではなかろうか。

もっともこれらの予測は，五＼2次5カ年；；十11111中身jとく

に1958年の債権国会議以降，その破綻が明らかになるの

であろうが。これに関連して，著者は「緩和された統制」

(221～223ノ旦ージ）その他の個所において，僚1次5カ

年計画， fお2/7; 5カ年計i札第：1次5カ年計l凡および

90 

fお4i欠5カ年計阿草案までを一貫したものと把えられて

いるふしがみられるが，その底を流れる経済構造はかな

り変化しており，さらにそれに対応する政府の政策も必

ずしも一貫したものでないように思われ，この点での分

析が欲しかった。その意味では「会議派経済路線に対す

る批判j f野党各派の選挙綱領j f国民会議派と ｛＞ ド

びJl¥,j°I/IJJ(239～244－之ージ〉の叙述は，反要であり， i¥l.点、

である。ただとくに最後の会議派と財閥との関係、につい

ては，今回の会議派分裂とも深く関係しているように思

われ，もう少し；干しく説明してあればと思われる。

次に外国資本にネけ『る政策lこっL、てであるが，著＇ffは，

1 Lド政府が外国民間投資を奨励し v亡し、るということ主

主張されるが，それは，他の開発途上国と呉なり，時期

にkりー定の変動はあるにせよ，かなり限定されたもの

であるというこEは山立しておく必要があるのではなか

ろ〉か。著者も •JI肝されているとおり， 1949年の外資政

策）智明も「工業技術お上び知識に関して，インドの急

速な了．業化のために必要であることを認める」としなが

「》その直後に「それがインドに参加する条件は， l_i_J守支の

手I）主からみて僚主に切削する必要がある旨の産業会んもの

I，［角干に，インド政吋も同意してヤるjとしており， 11'J'IVJ

に上り差異はあれ，だいたいこの線で行なわれているよ

うである。さらに1969年に出された第4次5カ年計画草

案（FourthFi刊 YearPlan 1964～74. Draft）もれ削T

貯の生産における外資促携（Foreigncollaborati臼n)I：し

それが周内で生fl'（志れうると否とを関わず，大幅な紛i'll

の利益を有するものを除いて，通常認められないであ乃

ηJとしている（Draft,P. 239）。なおそれに関係して鴎

{f fヒの問題の検ぃ、，ta，有益であるが，分散されているの

で，統一してIfTri企設けられた方が“売すにとっては，Jiしみ

やすかったのではないかと思われる。具体的に外国投資

に関係する法律として，外国為替制限法，資本発行（統

作lj)＇（） ，産業（開発・規制）法をとりあげておられろの

は存者の f卓見jである。しかし，とくに後2者は，

ドのいわゆる，］－／；合経済における統制法として， 仁IJ1 

ンド経済に立脚して検討することが必要なのではなかろ

うか（もっとも最後のものについては，ハザリ最終報告

，！｝＇のお介により行なわれている〉。また外資に関する統

fl~な為：査機関とし亡1968年12月 tこ「外資委員会J(Foreiιll

lnve公tmentBoard）が創設されてし、るこ二とも付言するこ

とが必要であろうと思われる。

第；1に産業ライセンスについてである。同政策は周知

の去おり産業（開花・規制）法の夜権のもとに中央政府
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が， 呪ヒの産業企業の新設，拡張などにみIして認，，J

ライセジ／スの発給 ーを行なうというものであり， d(!' 

の私見によれば，インドのいわゆる「社会主義型社会J

またはil店合経済体制の実体を弘7明かJ-. , 〉の京，｝］ft;.；さ

である。本書はf千f汗においてその制度の湾問、内待た悩

介しているυしかし惜しtrt'、くは，掲載論文がけ象とLて

いる山パ、おそLl く 1968 年三九 t でで~. :1，その後 Dutt

Cornmitt暗のLi二一ト (Industrial Liじensin只 l'olicy

Inquiry Committee, Report）が1969年li¥され，それにも

とパ当丸、なりの｛［ I立体行なjiれ’）つあごJというこ王ヴふ

る。

ハザリ報告書が出た1967年は，その報告3舎がライセン
ス市lJl':tに恨られ／こLのであれサがなり大ill!な提言そfr！よ

っていろにもかかわらず，現実にはそれ.， It•重要fじなもIi

は行なわれなかった。その後 Dutt委員会が任命され，

同委：~:;'? i:l, 19fi9年9月ハザ IJ報告書のii[J全上に；（，，りな

がr.ヲ「センス；1)1J1！；＇ヲ財閥にけする規制噌改府金融、除問
をも含む広範な工業政策の変更を勧告した。、当時会議派

は分別しつつあ IJ『政権をf日担当していハガヶジー今中心
とすろ！，派は，三れを採用L, 1970年υi1811に｝ノ 1・

ンス政策の変更に！渇する政府声明を発交しているリここ

でその内存を詳述することは不可能であるが，現在政府

が， ll11却を中心iこ・Nriこに統制iの強化を｛？なj_；うとしてL、

ることは，その政策が成功するか存かは別として事実で

あるといえよう。この上うな傾向は， 69年の14銀行の閤

有化、 1，~年 12 JJ '},7日の Mりnopoliesand Restrictive 

Trade Practices Actの制定にもあらわれている。この

上うな傾向をいかに評価するかは問題があるにせよ，現

在の f／ドの産業・尚済政策全知るうえヴi士重要で fふ，人

せめて DuttReportの紹介がなされるζ と/J＇.必要巳ふ ・.）

たのではなかろうか。 l時間的な制約から，それは不11J能

であ！そのかも'ionれないが残念である｛

さらに本書の11'1泌を補完するなら，午i~＇Ti去の問泌にIYJ

して（247ページ）， 1970年H月ほ，r本書の内存どおり改
正されている。

なお， この章一の以後の「インド5カイr-JI！•溺こ関 Jーと＜1J

法上の問題点」とくに計画委員会についての記述は，評

者にと Jては有ぷであったことを付け加えCおかid!'h

ばftづts.い。

最後にこの宝完全体についていうなら，この節の最初に

述べたとおり， Pペリ最終報告書の紹介事；語4次s}j年

計画へのアプローイの紹介， 日カ年計1~1i 王喪主会の時係に

対する記述を除き，インドへの投資家のためまたは投資

響評

r¥iJ誌としてのfンドとして概説されているため， インド

経済のー函しか把握できないという恐れがあるのではな

かろうか。このことは，農業問題に対する記述がほとん

どJ,＿人れな～－どいうことにもみられている。

IV 

,t/'x:初に述〆とたとおり，：本舎において答者は，現代1よ

ドが直面する諸！羽題を i事実問題jとしてほ行令J戎にわ

たって紹介怠れるが，それに対する評価を避けておられ

ろu このことは，本舎が雑誌などに掲載された論稿の収

録であるとd、うところから仕方がないものであるかも知

れない。評者としては著者が10年間貯えてこられた知識

のうえに，現代インド論を構築されることを強く期待す

るものである。なお何i芝も記したとお i），本会が雑誌論

文の収録である以上，せめて各論文の発表年時だけでも

明泊しておくことが，本舎の干I］用脅に対してより親切で

あるのではないかと思われる。

とはいえ将来インド研究に携わろうとする者，インド

に関心を有する者，インドへの投資家にとっては，有益

な入！可書でふり，ハンドアァクであろう。

( L1l ,Jf資糸川経済協・jJ o品Let家安Illle，；：＇子）
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